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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

回次 
第63期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第62期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高（百万円） 33,952 185,181 

経常利益（百万円） 3,257 21,582 

四半期（当期）純利益（百万円） 1,955 11,711 

純資産額（百万円） 151,734 151,734 

総資産額（百万円） 200,143 209,236 

１株当たり純資産額（円） 2,115.75 2,110.69 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
27.28 160.70 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
－ － 

自己資本比率（％） 75.8 72.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△8,071 22,064 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△2,100 △5,743 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△1,757 △9,352 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
54,254 66,111 

従業員数（人） 5,479 5,346 
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２【事業の内容】 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む）であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であります。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 5,479   

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 3,489   
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 なお、当社グループ（当社及び連結子会社）全体の生産実績のうち、当社の生産実績が大半を占めるため、当社

の生産実績を記載しております。 

 （注）１．金額は当社の製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    (2）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 なお、当社グループ（当社及び連結子会社）全体の受注高のうち、当社の受注高が大半を占めるため、当社の受

注高を記載しております。 

 （注）１．金額は当社の販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

貨幣処理機及び貨幣端末機（百万円） 12,392 

自動販売機及び自動サービス機器（百万円） 3,061 

その他の商品及び製品（百万円） 1,916 

合計（百万円） 17,370 

事業の種類別セグメントの名称 
受注高 

（百万円） 
受注残高 
（百万円） 

貨幣処理機及び貨幣端末機 1,489 516 

自動販売機及び自動サービス機器 － － 

その他の商品及び製品 286 114 

合計 1,776 631 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

貨幣処理機及び貨幣端末機（百万円） 19,789 

自動販売機及び自動サービス機器（百万円） 8,582 

その他の商品及び製品（百万円） 5,579 

合計（百万円） 33,952 
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２【経営上の重要な契約等】 

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原材料費高騰や米国経済減速の影響により、個人消費や設備

投資が伸び悩み、景気の減速傾向が強まる展開となりました。 

 こうした状況のなか、当社グループは『ＧＬＯＲＹを世界のトップブランドに！』という経営ビジョンを実現す

るため、「18中期経営計画」の最終年度として、市場におけるグローリーブランドの確立と、より一層の企業価値

向上に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、当第１四半期連結会計期間の売上高は、海外向け機器の販売は堅調であったものの、郵政民営化

に向けた機器及び成人識別機能付きたばこ販売機の大口需要があった前年同期に比べ減少いたしました。また、営

業利益につきましても、売上高の減少により減少いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は33,952百万円となりました。このうち、商品及び製品売上高は

25,570百万円、保守売上高は8,381百万円でありました。また、海外の売上高につきましては7,665百万円でありま

した。また、利益につきましては、売上高の減少により、営業利益は2,690百万円、経常利益は3,257百万円となり

ました。また四半期純利益は1,955百万円となりました。 

セグメント別概況 

売上高をセグメント別にみますと次のとおりであります。 

（貨幣処理機及び貨幣端末機） 

当セグメントの主要な市場は、金融市場、海外市場、流通市場であります。 

金融市場では、業務厳正化に対するニーズは強いものの、前年同期に郵政民営化に向けた大口需要があったオ

ープン出納システム及びＯＥＭ商品である窓口用入出金システムのユニットの販売は減少いたしました。 

海外市場では、欧州向けのＡＴＭ用紙幣入金ユニットの販売は増加しましたが、紙幣計算機は減少いたしまし

た。 

 流通市場では、スーパーや専門店などを中心に、当市場の主要製品であるレジ釣銭機の販売が大幅に増加い

たしました。 

 この結果、当セグメントの売上高は、その他の市場の売上高も含めて19,789百万円となりました。営業利益

につきましては、2,180百万円となりました。 

（自動販売機及び自動サービス機器） 

当セグメントの主要な市場は、自動販売機市場、遊技市場であり、金融市場、流通市場にも販売をしており

ます。 

 自動販売機市場では、成人識別機能付きたばこ販売機の需要が前期までにほぼ一巡したため、販売は減少い

たしました。 

 遊技市場では、カードシステムの販売は増加しましたが、業界における設備投資抑制により、その他の機器

の販売は低調に推移いたしました。 

 この結果、当セグメントの売上高は、その他の市場の売上高も含めて8,582百万円となりました。営業利益

につきましては、264百万円となりました。 

（その他の商品及び製品） 

当セグメントは、上記の主要セグメント以外の機器及び当社グループ会社以外から仕入れた商品や部分品・

付属品などであり、セキュリティ関連商品や付属品などの減少により、前期に比べ販売は減少いたしました。

 この結果、当セグメントの売上高は5,579百万円となりました。営業利益につきましては、251百万円となり

ました。 

 セグメント別営業利益は固定資産の内部振替による未実現利益等を消去する前の金額であります。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 日本においては、売上高28,017百万円、営業利益2,647百万円であり、米州においては、売上高1,792百万

円、営業利益85百万円であり、欧州においては、売上高3,774百万円、営業損失51百万円であり、アジアにお

いては、売上高367百万円、営業利益９百万円であります。 

 なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

11,857百万円減少し、54,254百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、8,071百万円となりました。これは主に賞与支払いによる賞与引当金の減

少3,372百万円、法人税等の支払額5,426百万円の資金の減少要因があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、2,100百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出

1,209百万円によるものです。有形固定資産の取得は、主に製品の製造に係る金型・治工具類であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、1,757百万円となりました。これは主に配当金の支払額1,721百万円による

ものであります。 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

当社は、平成19年12月26日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針」（会社法施行規則第127条本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）

を改定するとともに、「当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といい

ます。）の導入について、次のとおり決議いたしました。なお、本プランについては、平成20年６月27日開催の

第62回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただいております。 

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源

泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的に確保、向上させていくことを可

能とする者である必要があると考えております。 

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられ

るべきものと考えており、また、当社は、当社が発行者である株券等（以下「当社株券等」といいます。）の大

量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、何らこれを否定するもので

はありません。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害

をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大

量買付の内容等について検討し、あるいは、対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を

提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を

必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益となる源泉を最大限に活かし、当社グループのブランド価値

を高めていくためには、当社の企業理念、中長期的観点からの安定的な経営及び当社の経営資源に関する十分な

理解が不可欠であると考えております。 

特に、研究開発型企業である当社にとって、後述の通貨処理に欠かせないコア技術及びそれを支える従業員

は、当社の根幹をなす経営資源であり、今後当社がさらに発展するためにも必要不可欠であります。したがっ

て、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者に、これらに関する十分な理解がない場合には、当社の優秀

な従業員が流出したり、当社の技術が散逸するなどして、当社の企業価値・株主共同の利益が大きく毀損される

こととなります。 
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また、当社グループは、国内のみならず北米、欧州、アジア等海外諸国においても幅広く事業を展開し、製品

の開発から製造、販売、アフターサービスまで、国内外のグループ関連会社により一貫して行っております。し

たがって、当社グループの経営に関しては、多様な世界各国の市場環境や貨幣流通の仕組み、お客様・取引先・

従業員等との間に築かれた関係、その他当社の企業価値の源泉を構成する様々な要素の十分な理解なくしては困

難であると考えております。 

これらの理解がないまま、当社株券等に対する大量買付がなされた場合には、当社の企業価値・株主共同の利

益が大きく毀損されることとなります。当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買

付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買

付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保す

る必要があると考えます。 

② 本プランの内容 

１）導入の目的 

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、前述の基本方針に沿

って導入されるものです。 

具体的には、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当該大量買付に応じるべきか否かを当社株主が判断

し、または取締役会が当社株主に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保するとともに、当社株主のた

めに、買付者と協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する

大量買付を抑止することを目的としています。 

２）本プランの概要 

ア．手続の設定 

本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、ま

たは、(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けの後における株券等の株券等所有割合及びその

特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、のいずれかに該当する当社株券等に対す

る買付もしくはこれに類似する行為またはその提案がなされる場合（以下「大量買付行為」といい、大量買

付行為を行おうとする者を「大量買付者」といいます。）を適用対象とする手続をあらかじめ設定していま

す。 

イ．情報提供の要求 

大量買付者には、大量買付行為の開始に先立ち買付内容等の検討に必要な情報を取締役会に対して提供し

ていただきます。 

ウ．独立委員会による検討・勧告等 

当社から独立性の高い社外取締役等から構成される独立委員会は、大量買付者または取締役会から提供さ

れた情報、買付等に対する意見、代替案等を検討します。大量買付者が本プランに定める手続を遵守しない

場合や大量買付行為の内容が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあるときなど所定の要件

を充足する場合で、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、取締役会に

対し、新株予約権の無償割当ての実施を勧告します。大量買付行為が所定の要件に該当しない場合等には、

独立委員会は、新株予約権無償割当ての不実施を勧告します。なお、独立委員会が新株予約権の無償割当て

を実施すべき旨の勧告を行うにあたって適切と判断する場合は、予め当該実施に関して株主の意思を確認す

るべき旨の留保を付すことができます。 

エ．取締役会の決議／株主意思確認総会の開催 

取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して対抗措置の発動または不発動に決議を行います。た

だし、取締役会は、当社株主の意思を確認することが実務上可能であり、かつ、法令及び当社取締役の善管

注意義務等に照らし適切であると判断する場合、または、独立委員会が対抗措置の発動に関して当社株主の

意思を確認するべき旨の留保を付した勧告をした場合には、株主総会を招集し、対抗措置の発動に関する当

社株主の意思を確認することができます。 

③ 本プランに対する当社取締役会の判断及びその理由 

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるために導入されたものであ

り、まさに基本方針の実現に資するものです。 

したがって、当社取締役会は、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するもので

あり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

また、前述のとおり、本プランは、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上する者として最適か否か

の判断は、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものという考えの下、不適切な者によって当社の

財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し向上させるこ

とを目的として導入されたものであり、基本方針に沿うものであります。 
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特に、本プランは、平成20年６月27日開催の当社第62回定時株主総会において株主の皆様の承認を得たもので

あり、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会が設置され、合理的な客観的要件が充足されなければ

発動されないように設定されていること、当社取締役会による恣意的な発動を防止するために、本プランの発動

に際しては必ず独立委員会の判断が必要とされ、また株主総会において株主の皆様の意思確認を行うことができ

ること、独立委員会は外部専門家の助言を当社の費用で受けることができるものとされていること、本プランの

有効期間は３年を超えず、取締役会によりいつでも廃止できるとされていること、取締役の任期を１年としてお

り、取締役の選任を通じて株主の皆様の意思を反映させることができること等から、その公正性・客観性が担保

される仕組みとなっております。 

したがって、当社取締役会は、本プランは、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

(4）研究開発活動 

 当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2,190百万円であります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  (5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

 当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き価格競争の激化や原材料費の高騰など厳しい状況が予想されます。

平成19年度につきましては、民営化されたゆうちょ銀行において、業務の効率化や厳正化を目的としたオープン出納

システム及び鍵管理機を中心に大口の機械化需要が発生いたしました。また、国内金融機関においては、国内経済の

減速による国内銀行収益への影響が懸念され、それによる弊社収益への影響は予断を許さない状況ではありますが、

業務の厳正化に対する機械化ニーズは根強いものがあり、機械化需要は今後もさらに進行するものと予想しておりま

す。また、海外市場においても金融機関、リテールマーケットを中心とした現金処理業務の効率化・厳正化ニーズの

高まりが進むと考えられるため、更なる機械化需要の発生を期待しております。一方、成人識別機能付きたばこ販売

機につきましては、平成19年度末までに買い替えおよび改造需要もほぼ終息し、平成20年度は導入が完了した後の反

動による需要減が見込まれ、当社グループの業績に影響を与えることが予想されます。また、遊技市場においては、

業界再編による店舗数の減少、遊技人口の減少等の影響で市場環境は引き続き大変厳しいものと予想しております。

 当社グループといたしましては、売上高の拡大と経営成績の維持・発展を図るため、蓄積された経営資源を新分

野・新製品の育成に対して積極的に投下する予定であります。すなわち、現行市場におきましては、決済手段の多様

化を睨み、市場の深堀によるビジネスチャンスの拡大を、また、今後需要の拡大が見通される海外市場に対しては積

極的な資源投入を、また、遊技市場に関しましては生き残りをかけた厳しい戦いを勝ち抜く為に、カード事業へ重点

的に資源投入を実施していく予定です。さらに、当社のコア技術である認識・識別技術を活用した新分野展開なども

積極的に推進し、当社グループの一層の成長・発展を図る所存であります。 

 (6）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べ11,857百万円減少し、当第１四半期末

は54,254百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。  

営業活動の結果使用した資金は、賞与引当金の減少や法人税等の支払額等の資金の減少要因により、8,071百万円

となりました。投資活動の結果使用した資金は、主に有形固定資産の取得等により2,100百万円となりました。財務

活動の結果使用した資金は、主に配当金の支払による支出により1,757百万円となりました。 

なお、流動比率につきましては、273.8％となっており、資金面での問題はありません。 

 (7）経営者の問題認識と今後の方針について 

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するように努めてお

ります。 

このような環境下にあって当社グループは、平成21年３月までの３ヶ年を計画期間とした「18中期経営計画」を策

定し、「成長戦略」「効率化戦略」「ガバナンス戦略」を柱に計画を推進してまいりました。 

「18中期経営計画」の最終年度であります平成20年度におきましては、これら３つの戦略の総仕上げを行ってまい

ります。また、今後の当社グループの飛躍を確かなものにするべく、新たな中期経営計画の策定を予定しておりま

す。当社グループは更なる企業価値向上を目指して邁進していく所存であります。  
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 150,000,000 

計 150,000,000 

種類 
第１四半期会計期間 
末現在発行数（株） 
(平成20年６月30日) 

提出日現在発行数（株） 
(平成20年８月12日) 

上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名 

内容 

普通株式 72,838,210 72,838,210 
東京証券取引所（市場第一部） 

大阪証券取引所（市場第一部） 
－ 

計 72,838,210 72,838,210 － － 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備 
金増減額 
（百万円） 

資本準備 
金残高 

（百万円） 

平成20年４月１日～
平成20年６月30日 

－ 72,838 － 12,892 － 20,629 
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（５）【大株主の状況】 

１．当第１四半期会計期間において、日本生命保険相互会社及びその共同保有者１社から平成20年６月６日付（

 報告義務発生日平成20年５月30日）で提出された大量保有（変更）報告書により、それぞれ以下のとおり株式

 を共同保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質

 所有株式数の確認ができません。 

  なお、その大量保有（変更）報告書の内容は、次のとおりであります。 

２．当第１四半期会計期間において、エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保

 有者１社から平成20年５月22日付（報告義務発生日平成20年５月15日）で提出された大量保有報告書により、

 それぞれ以下のとおり株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認でき

 ないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。 

  なお、その大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。 

３．当第１四半期会計期間においてバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社及びその共同保有者３

 社から平成20年６月13日付（報告義務発生日平成20年６月９日）で提出された大量保有（変更）報告書により

 、それぞれ以下のとおり株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認で

 きないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。 

  なお、その大量保有（変更）報告書の内容は、次のとおりであります。  

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合 
（％） 

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋三丁目５番１２号 4,058 5.6 

ニッセイアセットマネジメント株式

会社 

東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 1,180 1.6 

 計 － 5,239 7.2 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合 
（％） 

エムエフエス・インベストメント・

マネジメント株式会社 

東京都千代田区霞が関一丁目４番２号 大

同生命霞が関ビル 

46 0.1 

マサチューセッツ・ファイナンシャ

ル・サービセズ・カンパニー 

アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ボ

ストン、ボイルストン・ストリート500 

3,790 5.2 

 計 － 3,837 5.3 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 

（％） 

バークレイズ・グローバル・インベ
スターズ株式会社 

東京都渋谷区広尾１丁目１番39号 1,154 1.6 

バークレイズ・グローバル・インベ
スターズ、エヌ・エイ 

米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ
市 フリーモント・ストリート45 

1,123 1.5 

バークレイズ・グローバル・インベ
スターズ・リミテッド 

英国 ロンドン市 ロイヤル・ミント・コー
ト１ 

244 0.3 

バークレイズ・キャピタル・セキュ
リティーズ・リミテッド 

英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノー
ス・コロネード５ 

246 0.3 

 計 － 2,769 3.8 
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（６）【議決権の状況】 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】  

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております

が、議決権の数の欄には同機構名義の議決権30個は、含まれておりません。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － －   － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,148,100 －  － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 71,673,500 716,705  － 

単元未満株式 普通株式 16,610 － 一単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数   72,838,210 －  － 

総株主の議決権 － 716,705  － 

平成20年６月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

グローリー株式会社 
兵庫県姫路市下手

野一丁目３番１号 
1,148,100 － 1,148,100 1.6 

計 － 1,148,100 － 1,148,100 1.6 

月別 平成20年４月 ５月 ６月 

最高（円） 2,395 2,540 2,700 

最低（円） 2,055 2,170 2,400 
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けており

ます。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,256 45,163

受取手形及び売掛金 31,288 32,787

有価証券 19,886 22,835

商品及び製品 14,224 12,522

仕掛品 6,669 5,937

原材料及び貯蔵品 5,130 4,798

その他 8,021 7,002

貸倒引当金 △173 △171

流動資産合計 121,303 130,875

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 ※1  34,860 35,182

無形固定資産   

のれん 1,110 1,030

その他 3,157 3,249

無形固定資産合計 4,268 4,279

投資その他の資産   

投資有価証券 23,429 22,668

その他 18,847 18,857

貸倒引当金 △2,566 △2,626

投資その他の資産合計 39,711 38,899

固定資産合計 78,839 78,361

資産合計 200,143 209,236

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,957 14,638

短期借入金 12,515 12,387

未払法人税等 1,036 5,756

賞与引当金 2,088 5,458

その他 13,701 14,933

流動負債合計 44,298 53,173

固定負債   

退職給付引当金 2,647 2,931

その他 1,463 1,397

固定負債合計 4,110 4,328

負債合計 48,409 57,502
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,892 12,892

資本剰余金 20,629 20,629

利益剰余金 119,981 119,937

自己株式 △2,912 △2,912

株主資本合計 150,591 150,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,074 734

為替換算調整勘定 11 31

評価・換算差額等合計 1,085 766

少数株主持分 56 419

純資産合計 151,734 151,734

負債純資産合計 200,143 209,236
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

売上高 33,952

売上原価 20,907

売上総利益 13,045

販売費及び一般管理費 ※1  10,354

営業利益 2,690

営業外収益  

受取利息 148

受取配当金 105

為替差益 314

その他 108

営業外収益合計 676

営業外費用  

支払利息 82

その他 27

営業外費用合計 109

経常利益 3,257

特別利益  

貸倒引当金戻入額 36

その他 7

特別利益合計 43

特別損失  

固定資産除却損 87

投資有価証券評価損 26

その他 1

特別損失合計 115

税金等調整前四半期純利益 3,185

法人税等 1,189

少数株主利益 40

四半期純利益 1,955
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 3,185

減価償却費 1,566

受取利息及び受取配当金 △253

支払利息 82

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,372

売上債権の増減額（△は増加） 1,455

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,822

仕入債務の増減額（△は減少） 415

その他 △3,143

小計 △2,887

利息及び配当金の受取額 302

利息の支払額 △59

法人税等の支払額 △5,426

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,071

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,209

無形固定資産の取得による支出 △187

投資有価証券の取得による支出 △217

子会社株式の取得による支出 △538

その他 52

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,100

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 142

長期借入金の返済による支出 △177

配当金の支払額 △1,721

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,757

現金及び現金同等物に係る換算差額 71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,857

現金及び現金同等物の期首残高 66,111

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  54,254
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．会計処理基準に関する事

項の変更 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更 

 たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、主として総平均

法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主と

して総平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定して

おります。 

  これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ222百万円減少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

  （2）「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱

い」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、

「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月

17日）を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。 

  これに伴う営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。 
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当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．会計処理基準に関する事
項の変更 

（3）「リース取引に関する会計基準」の

適用 

① 借主側 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度に係る四半期連結

財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四

半期連結会計期間からこれらの会計

基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。ま

た、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初

年度前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の 

賃貸借に係る方法に準じた会計処理

を引き続き採用しております。 

これに伴う、営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響はありません。 
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当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．会計処理基準に関する事
項の変更 

（3）「リース取引に関する会計基準」の

適用 

② 貸主側 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度に係る四半期連結

財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四

半期連結会計期間からこれらの会計

基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初

年度前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の 

賃貸借に係る方法に準じた会計処理

を引き続き採用しております。 

これに伴う、営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響はありません。 
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【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

【追加情報】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績

率等が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連

結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸

倒見積高を算定しております。  

２．棚卸資産の評価方法   当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の

算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連

結会計年度末の実地棚卸高を基礎として、

合理的な方法により算定する方法によって

おります。 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益

性の低下が明らかなものについてのみ、正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方

法によっております。 

３．繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前連結会計年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい

変化がないと認められるため、前連結会計

年度末において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法に

よっております。 

  
  
  

当第１四半期連結会計期間  
（自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日） 

 税金費用の計算  税金費用については、当第１四半期連

結会計期間を含む連結会計年度の税引前

当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。なお、法人税等調整額

は法人税等に含めて表示しております。 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置については、従

来、耐用年数を４～12年としておりましたが、当第１四

半期連結会計期間より７～10年に変更しました。 

 この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機とし

て、資産の利用状況等を見直した結果によるものであり

ます。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益は、それぞれ37百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、59,213百万円

であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、58,359百万円

であります。 

 ２ 保証債務 

(1）従業員（住宅資金）の銀行からの借入金に対し

保証を行っております。 

 ２ 保証債務 

(1）従業員（住宅資金）の銀行からの借入金に対し

保証を行っております。 

87百万円 89百万円 

(2）当社グループの得意先が抱えるリース債務に対

し保証を行っております。 

(2）当社グループの得意先が抱えるリース債務に対

し保証を行っております。 

2,618百万円 3,068百万円 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

給料手当 3,145百万円

賞与引当金繰入額  784 

退職給付引当金繰入額  226 

減価償却費 488 

賃借料 882 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） 

  （百万円）

現金及び預金勘定 36,256

預入期間が３か月を超える定期預金 △888

マネー・マネージメント・ファンド 583

フリー・ファイナンシャル・ファン

ド 

352

譲渡性預金 17,950

現金及び現金同等物 54,254
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（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び総数 

３．配当に関する事項 

 配当金支払額 

普通株式 72,838,210株 

普通株式  1,148,223株 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 1,863 26  平成20年３月31日  平成20年６月30日 利益剰余金 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分は、商品及び製品の機能別種類により区分しております。 

２．各事業区分の主要な商品及び製品は、次のとおりであります。 

貨幣処理機及び貨幣端末機……………硬貨計算機、硬貨包装機、紙幣計算機、紙幣整理機、貨幣精算装

置、硬貨入出金装置、紙幣入出金装置及び同製品の保守サービス 

自動販売機及び自動サービス機器……たばこ販売機、券売機、カード販売機、硬貨両替機、紙幣両替機、

コインロッカー及び同製品の保守サービス 

その他の商品及び製品…………………部分品、取付具、附属品、その他商品 

３．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「貨幣処理機及び貨幣

端末機」で138百万円、「自動販売機及び自動サービス機器」で65百万円、「その他の商品及び製品」で18

百万円それぞれ減少しております。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を４～12年としておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より７～10年に変更しました。 

 この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、資産の利用状況等を見直した結果によるもので

あります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「貨幣処理機及び貨幣端末機」で15百

万円、「自動販売機及び自動サービス機器」で21百万円、「その他の商品及び製品」で０百万円それぞれ減

少しております。 

  

貨幣処理機
及び貨幣端
末機 
（百万円） 

自動販売機
及び自動サ
ービス機器 
（百万円） 

その他の商
品及び製品 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 19,789 8,582 5,579 33,952 － 33,952 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 1,426 1,426 △1,426 － 

計 19,789 8,582 7,006 35,378 △1,426 33,952 

営業利益 2,180 264 251 2,696 △6 2,690 
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【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域 

  米州  ： 米国、カナダ、中南米諸国 

  欧州  ： ヨーロッパ諸国、中東及びアフリカ諸国 

  アジア ： 東アジア及び東南アジア諸国、オセアニア諸国 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域 

  米州  ： 米国、カナダ、中南米諸国 

  欧州  ： ヨーロッパ諸国、中東及びアフリカ諸国 

  アジア ： 東アジア及び東南アジア諸国、オセアニア諸国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

（有価証券関係） 

 当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日） 

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められません。 

（デリバティブ取引関係） 

 当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日） 

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められません。 

 
日本 

（百万円） 
米州 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 

（百万円）
計 

（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 28,017 1,792 3,774 367 33,952 － 33,952 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
5,137 0 0 153 5,291 △5,291 － 

計 33,154 1,793 3,774 521 39,244 △5,291 33,952 

営業利益（又は営業損失） 2,647 85 △51 9 2,690 － 2,690 

   米州 欧州  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,766 4,210 688 7,665 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       33,952 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
8.1 12.4 2.0 22.6 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,115.75 円 １株当たり純資産額 2,110.69 円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 27.28 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式がないため記載しておりません。 

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 1,955 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,955 

期中平均株式数（株） 71,689,998 
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（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に比べてリース取引残高に著しい変動は認められません。 

２【その他】 

 該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

（株式取得による会社等の買収） 

１．概要 

 当社は、平成20年７月11日開催の取締役会決議に基づ

き、アビリット株式会社のプリペイドカード関連事業を

吸収分割により承継する同社100％子会社であるクリエ

イションカード株式会社の全株式を当社が譲り受ける内

容の株式譲渡契約を締結し、平成20年８月１日付で株式

を取得いたしました。 

２．株式取得の理由 

 当社並びに当社グループ会社の遊技場向けプリペイド

カードシステム事業の一層の拡大と収益力向上を目的

に、アビリット株式会社からクリエイションカード株式

会社の全株式を譲り受けることにしたものであります。

３．株式取得の相手会社の名称 

 アビリット株式会社 

４．買収した会社の名称、事業内容、規模 

 （１）会社の名称 

    クリエイションカード株式会社 

 （２）事業内容 

遊技機用カードシステムの運営・管理に関する情

報処理サービス及び情報提供サービス 

 （３）規模（平成19年12月31日現在） 

    資本金 200百万円 

    総資産 340百万円 

    売上高 115百万円 

５．株式取得の時期 

    平成20年8月1日 

６．取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

    取得した株式の数 4,000株 

    取得価額         4,940百万円 

    取得後の持分比率 100％    

７．その他 

 事業譲受の対価としまして、株式取得以外に債権譲受

金額としまして1,820百万円を支払っております。 

- 26 -



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

      平成20年８月８日

グローリー株式会社  

  取締役会 御中    

  監査法人トーマツ 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 武田 宗久  印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 木村 幸彦  印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 鈴木 朋之  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているグローリー株式

会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、グローリー株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

追記情報 

 「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、クリエイションカード株式会社の全株式を平成20年８月１日付

で取得している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



 【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年８月12日 

【会社名】 グローリー株式会社 

【英訳名】 GLORY LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  西野 秀人 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長西野秀人は、当社の第63期第１四半期（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）の四半期報

告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

２【特記事項】 

特記すべき事項はありません。 
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